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 法人が節税のために加入するいわいる「節税保険」にメスが入り税務の取扱いが変更されていま

す。今回改正があったのは、定期保険及び第三分野保険に係る保険料についてです。 
 

定期保険の改正 
これまで節税保険として販売されていた定期保険は、ピーク時の解約返戻率が 8 割超に設定さ

れており，中途解約すれば，払込保険料の多くを解約返戻金として受け取ることができるにもかか

わらず、全額損金として算入できていました。 
それが今回の改正で、下表のようにピーク時の解約返戻率に応じて損金算入できる金額が制限

されています。2019 年 7 月 8 日以後の契約から適用されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※資産計上期間と取崩期間の間は、全額損金算入ができます。 
 
 
 
 

法人契約の税務の取り扱いが変わります 



 
 

第三分野保険 
今回改正があるのは「短期払の第三分野保険」についてです。こちらについては 2019 年 10 月 8 日
以後の契約について適用となります。 
 
 
 
※「第三分野保険」とは？ 
医療保険（がん保険）や介護保険などの、 
「人の疾病や傷害の治療などを保障する」 
保険のことをいいます。 
 
 
 
※「短期払」とは？ 
一生涯保障となるような長期保障となる保険期間について、５年や６０歳までといった短期間で保険

料の払込みを完了することをいいます。 
〇10/7までに加入の場合 
当該事業年度に支払った保険料の全額損金算入。（支払完了するまで、改正前の税制が適用されます） 
〇10/8以後に加入の場合 
原則として、期間の経過に応じて損金算入。被保険者一人当たりについて、当該事業年度に支払った

保険料が 30万円以下であるものについては全額損金算入。 
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